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「えせ同和行為」に関する注意喚起について（依頼） 

このたび、香川県において愛媛県内事業者が「ドウワカイ」を名乗る者から「えせ

同和行為」を受け、高額な書籍の購入を強いられるという事案が発生しました。 

こうした事案の再発防止を図るため下記のとおり注意喚起しますので、今後同様の

事案が発生した場合は、別添「えせ同和行為対応の手引」を参考に対応いただくとと

もに、部局各課及び関係団体への周知を併せてよろしくお願いします。 

記 

・「えせ同和行為」とは、同和問題の解決に寄与しているかのように装い、企業や個人

などに不当な利益等を要求する行為を指し、同和問題に対する誤った認識を植え付

け、その解決を阻害するものであること。 

・要求内容としては「機関紙・図書等の購入の強要」、「寄附金・賛助金の強要」及び

「下請への参加強要」など様々な形態があり、毅然とした態度で要求を拒否するこ

とが重要であること。 

 対処方法等の詳細については、別添「えせ同和行為対応の手引」を御参照ください。 
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